






様式第二号の十四 (第人条の十七の三関係 )

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の2第 11項の規定に基づき、令和 4年度の特別管理

産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 5年 6月 26日

住

氏

提 出者

名

長崎県知事 大石 賢吾 殿

こヽ万1i

所 長崎県諫早市永昌

諫早総合病院 院長

電話番号 0957-2オ

独立行政法人地域医療機能推進機構 諫早総合病院事 業 場 の 名 称

長崎県諫早市永昌東町 24番 1号事 業 場 の 所 在 地

83 医療業事 業 の 種 類

令和 4年 4月 1日  から 令和 5年 3月 31日特別管理産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間

115.Ot

115.Ott

tt

tt

tt

項 目

排    出   量 全 処 理 委 託 量

目標値

115.Ot

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目標値

自ら再生利用を行 う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら 埋 立 処 分

を   行   う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら熱 回 収 を行 う

特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

電子情報処理組織の使用に関する事項

※事務処理欄

(日 本産業規格
28



I (産業廃棄物の種類:感染性廃棄物   )

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

113.877

排出量

不

実績値

0

0

113.877

0

tt船7,

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類 : 弓1火性廃油 )

実績値

0.5415

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

③優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

④熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

0.5415①

不要物等発生

（
第

２
面

）



(第 3面 )

備考

1 翌年度の6月 30日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄

物処理計画に記載した目標値を記入すること。

4 第 2面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)

から(14)に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行つた量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(以下「令」という。)第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者今の再生利用委託量

(13)⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

5 第 2面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実

績値を記入すること。

6 特別管理産業廃棄物の種類が2以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第 2面

の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を

添付すること。

7 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理

産業廃棄物の排出量 (ポ リ塩化ビフエニル廃棄物 (令第 2条の4第 5号イからハまでに掲げる

ものをいう。)を除く。)並びに電子情報処理組織使用義務者にあつては前年度に実施した電子

情報処理組織の使用に関する取組 (情報処理センターヘの登録が困難な場合として廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規則第 8条の31の 4に該当したときは、その旨及び理由を含む。)

について記入すること。

8 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の十四 (第人条の十七の三関係 )

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の 2第 11項の規定に基づき、令和 4年度の特別管理

産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

「
年ち月工/日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和

提出者

住 所  長崎県南島原市深江町丁2405

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号  0957-72-2017

氏 名  医療法人栄和会

泉川病院 院長 泉川

事 業 場 の 名 称 医療法人栄和会 泉川病院

事 業 場 の 所 在 地 長崎県南島原市深江町丁2405

事 業 の 種 類 83 医療業

特別管理産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間
令和4年4月 1日 ～令和5年3月 31日

85。 00t

85,00t

85,00t

t

t t

t t

t

項 目

全 処 理 委 託 量

目標値

85,00t

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目標値

排    出   量

自ら再生利用を行 う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら 埋 立 処 分

を   行   う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら熱 回 収 を行 う

特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

電子情報処理組織の使用に関する事項

※事務処理欄

~51心J26



(日 本産業規格 A列 4番 )

(第 2面 )
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(第 3面 )

備考

1 翌年度の 6月 30日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄

物処理計画に記載した目標値を記入すること。

4 第 2面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、 (1)

から(14)に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行つた量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(10)⑩オ関 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(以下「令」という。)第 6条の■第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への

焼却処理委託量

5 第 2面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実

績値を記入すること。

6 特別管理産業廃棄物の種類が2以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第 2面

の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、婆該書面を

添付すること。

7 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理

産業廃棄物の排出量 (ポ リ塩化ビフエニル廃棄物 (令第 2条の4第 5号イからハまでに掲げる

ものをいう。)を除く。)並びに電子情報処理組織使用義務者にあつては前年度に実施した電子

情報処理組織の使用に関する取組 (情報処理センターヘの登録が困難な場合として廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規則第8条の31の 4に該当したときは、その旨及び理由を含む。)

について記入すること。

8 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の十四(第八条の十七の三関係)

(第１面)

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

  令和５年  ６月  ３０日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者                  

住 所 長崎県平戸市田平町山内免６１２－４

氏 名 社会医療法人 青洲会 青洲会病院

院長 常光 信正

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号    ０９５０－５７－２０９６

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第11項の規定に基づき、令和４年度の特別管理

産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

事 業 場 の 名 称 社会医療法人 青洲会 青洲会病院

事 業 場 の 所 在 地 長崎県平戸市田平町山内免６１２－４

事 業 の 種 類 大分類：医療・福祉 中分類：医療業

特別管理産業廃棄物処理計画における
計 画 期 間    令和４年４月１日から令和５年３月３１日

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項目 目標値 項目 目標値

排 出 量 ９０ｔ 全 処 理 委 託 量 ９０ｔ

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量
０ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
９０ｔ

自ら熱回収を行う

特別管理産業廃棄物の量
０ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
０ｔ

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量
０ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
０ｔ

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う

特別管理産業廃棄物の量

０ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

０ｔ

電子情報処理組織の使用に関する事項

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 排 出 量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

前々年度

前 年 度

９０ｔ

62.4ｔ   

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組）

  

  

※事務処理欄

(日本産業規格 Ａ列４番)



（特別管理産業廃棄物の種類 ： ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

14

14
⑪ 優良認定処理業者への処理
委託量

11

⑫ 再生利用業者への処理
委託量

12
⑩のうち優良認定

処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処

理委託量
13

11
⑭ 熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行う業者

への処理委託量

③＋⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

12

⑩ 全処理委託量 10

⑦ 自ら中間処理により減
量した量

7

10

9 ⑩のうち熱回収認定

業者への処理委託量
②＋⑧ 自ら再生利用を
 行った量

10
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理に
より減量した量 直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

13

⑤ 自ら熱回収を行った量 5

6

5 7

1 3

項目 実績値

① 排出量 1 4

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

12
自ら中間処理

した量

　自ら中間処理した

　後の残さ量

計画の実施状況

自ら直接
再生利用した量

　自ら中間処理した後

　再生利用した量
有 償 物 量

2 8

不要物等発生量

排　出　量 自ら直接埋立処分した量

⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

62.4ｔ

62.4ｔ

62.4ｔ

62.4ｔ

（単位：ｔ）

(
第
２
面
)



  (第３面)

備考

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

３ 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄

物処理計画に記載した目標値を記入すること。

４ 第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)

から(14)に掲げる量を記入すること。

(1) ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

（以下「令」という。）第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実

績値を記入すること。

６ 特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面

の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を

添付すること。

７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理

産業廃棄物の排出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げる

ものをいう。）を除く。）並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子

情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その旨及び理由を含む。）

について記入すること。

８ ※欄は記入しないこと。



 

 

様式第二号の十四(第八条の十七の三関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

  令和５年 ６月 ２１日 

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者                   

住 所 長崎県諫早市津久葉町1883-43 

氏 名 ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱                

    長崎ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ 

  長崎TEC長 馬場 孝巨 

電話番号 0957-22-7111 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の２第 11項の規定に基づき、令和４年度の特別管理

産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。 

事 業 場 の 名 称 
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱  

長崎テクノロジーセンター 

事 業 場 の 所 在 地   長崎県諫早市津久葉町1883-43 

事 業 の 種 類   半導体素子製造業 

特別管理産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間 
 2022年4月1日～2023年3月31日  

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値 

 

項目 目標値 項目 目標値 

排 出 量 別紙１参照 全 処 理 委 託 量 別紙１参照 

自ら再生利用を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
別紙１参照 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
別紙１参照 

自ら熱回収を行 う 

特別管理産業廃棄物の量 
別紙１参照 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
別紙１参照 

自ら中間処理により減量する 

特別管理産業廃棄物の量 
別紙１参照 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
別紙１参照 

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う 

特別管理産業廃棄物の量 

別紙１参照 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

別紙１参照 

電子情報処理組織の使用に関する事項 

 

特別管理産業廃棄物排出量 

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 

前々年度     5,058.1ｔ 

前 年 度     5,234.9ｔ 

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組） 

電子マニフェスト加入済み 

※事務処理欄   

(日本産業規格 Ａ列４番) 



 

 

 

(第３面) 

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄

物処理計画に記載した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)

から(14)に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

（以下「令」という。）第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 

15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実

績値を記入すること。 

 ６ 特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面

の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を

添付すること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理

産業廃棄物の排出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げる

ものをいう。）を除く。）並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子

情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その旨及び理由を含む。）

について記入すること。 

８ ※欄は記入しないこと。 

 



別紙１

特別管理産業廃棄物処理計画におけるFY22目標値 単位：トン

排出量
自ら再生利用を
行う特別管理産
業廃棄物の量

自ら熱回収を行
う特別管理産業
廃棄物の量

自ら中間処理に
より減量する特
別管理産業廃

棄物の量

自ら埋立処分を
行う特別管理産
業廃棄物の量

全処理
委託量

優良認定処理
業者への処理

委託量

再生利用業者
への処理委託

量

認定熱回収業
者への処理委

託量

認定熱回収業者
以外の熱回収を
行う業者への処

理委託量

燃えやすい廃油 2,971.9 0 0 0 0 2,971.9 2,480.7 2,524.5 0 447.3

ph2.0以下の廃酸 3,346.1 0 0 0 0 3,346.1 745.3 3,346 0 0.0

ph12.5以上の廃アルカリ 140.3 0 0 0 0 140.3 140.3 10 0 130.2

感染性廃棄物 0.01 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0

合計 6,458.4 0 0 0 0 6,458.4 3,366.4 5,880.8 0 577.6



（ ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

13.94

⑫再生利用業者への処理
委託量

37.87 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

37.87
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

13.94

51.81 51.81

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

37.87

ph12.5以上の廃アルカリ特別管理産業廃棄物の種類：

0

排出量
自ら直接埋立
処分した量

⑤自ら熱回収を行った量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量

0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

37.87
自ら中間処理した

後の残さ量

51.81 0

0
（
第
２
面

）

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0

項目 実績値
自ら中間処理

した量

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①排出量 51.81 0 0



（ ph2.0以下の廃酸 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①排出量 3,333.23 0 0

3,333.23 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

3,333.23
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

（
第
２
面

）

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立
処分した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量

3,333.23 3,333.23

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

496.55

0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0

特別管理産業廃棄物の種類：

0.00

⑫再生利用業者への処理
委託量

3,333.23 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

496.55
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



（ 燃えやすい廃油 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

⑫再生利用業者への処理
委託量

2,273.52 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

2273.52
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

197.68

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

2,273.52 197.68

特別管理産業廃棄物の種類：

0

排出量
自ら直接埋立
処分した量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量
③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 2,471.20 2,471.20

2,471.20 0 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0

自ら中間処理によ
り減量した量

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

①排出量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

2,273.52
自ら中間処理した

後の残さ量

0

2,471.20 0

0

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

（
第
２
面

）

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0

項目 実績値
自ら中間処理

した量



（ 感染性廃棄物 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①排出量 0.0047 0 0

0.005 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

0
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

（
第
２
面

）

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立
処分した量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収

を行った量
自ら中間処理によ

り減量した量

0.005 0.0047

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0.000

0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0

特別管理産業廃棄物の種類：

0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



 

 

様式第二号の十四(第八条の十七の三関係) 

(第１面) 

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

  令和5年  6月  14日 

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者                   

住 所 長崎県大村市久原2丁目1001-1        

氏 名 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 

院長 八橋 弘 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

 電話番号 0957-52-3121               

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第 11項の規定に基づき、令和３年度の特別管理

産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。 

事 業 場 の 名 称  独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 

事 業 場 の 所 在 地  長崎県大村市久原2丁目1001-1 

事 業 の 種 類    83 医療業 

特別管理産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間 
   令和4年4月1日～令和5年3月31日 

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値 

 

項目 目標値 項目 目標値 

排 出 量 346.314ｔ 全 処 理 委 託 量 346.314ｔ 

自ら再生利用を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ 

自ら熱回収を行う 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ 

自ら中間処理により減量する 

特別管理産業廃棄物の量 
ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ 

自 ら 埋 立 処 分

を 行 う 

特別管理産業廃棄物の量 

ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ 

電子情報処理組織の使用に関する事項 

 

特別管理産業廃棄物排出量 

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。） 

前々年度         316.95ｔ 

前 年 度         205.63ｔ 

（電子情報処理組織の使用に関して実施した取組） 

※事務処理欄   



（ 感染性廃棄物 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①排出量 346.314

自ら中間処理した
後の残さ量

346.314

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

（
第
２
面

）

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量

排出量
自ら直接埋立
処分した量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量

項目 実績値
自ら中間処理
した量

直接及び自ら
中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 346.314 346.314

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0

特別管理産業廃棄物の種類：

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



 

 

(第３面) 

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄

物処理計画に記載した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)

から(14)に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

（以下「令」という。）第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 

15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実

績値を記入すること。 

 ６ 特別管理産業廃棄物の種類が２以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第２面

の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を

添付すること。 

 ７ 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理

産業廃棄物の排出量（ポリ塩化ビフェニル廃棄物（令第２条の４第５号イからハまでに掲げる

ものをいう。）を除く。）並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子

情報処理組織の使用に関する取組（情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規則第８条の31の４に該当したときは、その旨及び理由を含む。）

について記入すること。 

８ ※欄は記入しないこと。 

 



様式第二号の十四 (第八条の十七の三関係)

(第 1面)

提出者 株式会社 バルカー・エフエフティ

住 所 長崎県大村市雄ヶ原町1313-71

氏 名 代表取締役社長 渡邊 省吾

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 0957-50-1512 FAX 0957-53-2062

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の2第 11項の規定に基づき、令和 4年度の特別管理

産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 5年 5月  H日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

株式会社 バルカー・エフエフテイ事 業 場 の 名 称

長崎県大村市雄ヶ原町1313-71 (ハ イテクパーク内)事 業 場 の 所 在 地

29:半導体素子製造業事 業 の 種 類

令和4年 4月 1日 から 令和5年 3月 31日
特別管理産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間

目標値

73.9t85.Ot

OtOt

OtOt

Ot11.lt

OtOt

項 目

全 処 理 委 託 量

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目標値

排   出   量

自ら再生利用を行 う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら 埋 立 処 分

を   行   う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら熱 回 収 を行 う

特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

電子情報処理組織の使用に関する事項

⌒
※事務処理欄

-51も118

(日



計画の実施状況 (特別管理産業廃棄物の種類 :  強 酸 )

実績値

73.30 t

Ot

Ot

8.50 t

01

64.30 t

Ot

Ot

Ot

Ot

項 目

①排出量

② +① 自ら再生利用を

行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
几々即券評量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

Ot
①

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑭   Ot

⑩のうち再生利用
へ の

Ot

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

64.80 t

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

Ot
①

自ら中間処理 した後

再生利用した量

Ot③

自ら中間処理 した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

Ot③Ot

自ら中間処理によ

8.50 t
⑦

自ら中間処理 した

Ot

自ら直接

Ot②

自ら直接埋立処分

③  Ot

自ら中間処理
し

8.50 t
④

④のうち熱回収

① 73.30 t

有 償 物 量

排  出  量

不要物等発生量

（消

］
副
）



(第 3面 )

備考

1 翌年度の6月 80日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「特別管理産業廃棄物処理計画における日標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄

物処理計画に記載した目標値を記入すること。

4 第 2面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭のオ「弗lのそれぞれに、 (1)

から(10に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量

9)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

偲)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量

他)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

低)⑤欄 他)の量のうち、熱回収を行った量

俯)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

係)⑦欄 但)の量から

“

)の量を差し引いた量

偲)①欄 G)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

0)③欄 俯)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(l① ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(H)①欄 (1い の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(以下「令」という。)第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(1跡 ②欄 (1い の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(1勧 ①欄 (といの量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(10⑭欄 (1い の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

5 第 2面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実

績値を記入すること。

6 特別管理産業廃棄物の種類が2以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第 2面

の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を

添付すること。

7 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理

産業廃棄物の排出量 (ポ リ塩化ビフェニル廃棄物 (令第 2条の4第 5号イからハまでに掲げる

ものをいう。)を除く。)並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子

情報処理組織の使用に関する取組 (情報処理センターヘの登録が困難な場合として廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規則第 8条の31の 4に該当したときは、その旨及び理由を含む。)

について記入すること。

8 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の十四 (第八条の十七の三関係)

(第 1面 )

提出者

住 所 長崎県平戸市生月町壱部浦67番地 1

氏 名 増山建設株式会社

代表取締役 増山富博

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

日皇言舌番ヂ許  0950-53-0522

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の2第 H項の規定に基づき、令和 4年度の特別管理

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

2023年 6月 6日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

増山建設株式会社事 業 場 の 名 称

長崎県平戸市生月町壱部浦67番地 1事 業 場 の 所 在 地

D-06 総合工事業事 業 の 種 類

2022年 4月 1日 ～2023年 3月 31日
特別管理産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間

目標値

50t

50t

t

t

tt

tt

tt

項 目

排   出   量 全 処 理 委 託 量

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目標値

自ら再生利用 を行 う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら 埋 立 処 分

を   行   う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら熱 回 収 を行 う

特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

電子情報処理組織の使用に関する事項

※事務処理欄

-5!5,一 g



計画 の : (特別管理産業廃棄物の種類:廃アルカリ(有害)・ 汚泥(有穫)

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立
処分した量

自ら中間処理
した量

有償物量

排出量

0①

不要物等発生

実績値

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(第 3面 )

備考

1 翌年度の 6月 30日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄

物処理計画に記載した目標値を記入すること。

4 第 2面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、 (1)

から(1り に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

偲)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量

他)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑥欄 但)の量のうち、熱回収を行った量

(D⑥ホ「珂 自ら中間処理をした後の量

(D⑦欄 他)の量から俯)の量を差し引いた量

(働 ③欄 皓)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

①)⑨欄 儒)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(l① ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(H)①欄 (1い の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

(以下「令」という。)第 6条のH第 2号に該当する者)への処理委託量

(1跡 ⑫欄 (1い の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(1勧 ⑬欄 (l① の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第

15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(1つ ⑭欄 (l① の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

5 第 2面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実

績値を記入すること。

6 特別管理産業廃棄物の種類が2以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第2面

の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を

添付すること。

7 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理

産業廃棄物の排出量 (ポ リ塩化ビフェニル廃棄物 (令第 2条の4第 5号イからハまでに掲げる

ものをいう。)を除く。)並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子

情報処理組織の使用に関する取組 (情報処理センターヘの登録が困難な場合として廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規則第 8条の31の 4に該当したときは、その旨及び理由を含む。)

について記入すること。

8 ※ホ開は記入しないこと。



様式第二号の十四 (第八条の十七の三関係)

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の 2第 11項の規定に基づき、令和

産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 5年 5月 11日

■1小 1革カ

代表

長崎県知事 大石 賢吾 殿

町5

会社

長

く
ヽ

所

名

者出

住

氏

提

歩年度の特別管理

(法人にあっては、名称及び代表者の

電話番号 0957-26-6001

牧  宏

事 業 場 の 名 称 ミカロームエ業株式会社 諫早工場

長崎県諌早市栄田町 25番 50号事 業 場 の 所 在 地

金属製品製造業  〔24〕事 業 の 種 類

令和 4年 4月 1日  ～ 令和 5年 3月 31日  (1年 間 )

特別管理産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間

t

項 目

別紙参照  t別紙参照  t

別紙か照  t別紙参照  t

別紙参照  t別紙参照  t

別紙参照  t別紙参照  t

全 処 理 委 託 量

目標値

別紙参照

特別管理産業廃棄物処理計画における日標値

項 目 目標値

排    出   量 別紙参照  t

自ら再生利用を行 う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら 埋 立 処 分

を   行   う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら熱 回 収 を行 う

特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

電子情報処理組織の使用に関する事項

/韓※事務処理欄

(日 本産業規格



<特 別管理産業廃棄物処理計画における目標値 (第 1面の別紙 )>
汚泥廃酸(有害 ) 強酸(有害 ) 汚泥(有害 )

実施状況 目標 実施状況 目標 実施状況目標 実施状況 目標
項 目

0.00 0.410.00 36.00 13.90 19.00 6.40排出量 35.00

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 000自ら再生利用を行う
特別管理産業廃棄物の量

0.000.00 000 0.00 0.00自ら熱回収を行う
特別管理産業廃棄物の量

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 000 0.00 0.00自ら中間処理により減量する
特別管理産業廃棄物の量

0.00 0.00 0.00 0.00 000自ら埋立処分を行う
特別管理産業廃棄物の量

0.00 0.00 0.00

6.40 0.00 0.4135.00 0.00 36.00 13.90 19.00全処理委託量

0.4113.90 19.00 6.40 0.00優良認定処理業者への

処理委託量
0.00 000 36.00

0,00 0.00 0.0035.00 0.00 0.00 0.00 0.00再生利用業者への

処理委託量

0,00000 0.00 0.00 000認定熱回収業者への
処理委託量

0,00 0.00 0.00

0000.00 0.00 0.00 000 0.00
認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

0.00 0.00

ton



計画の
~夫

施状況 (特別管理産業廃棄物の種類:強酸(有害) )

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

13.9① l

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

0

自ら中間処理によ

り減量した量

0

自ら中間処理
した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接
再生利用した量

0②

自ら直接埋立
処分した量排出量

13.9①

有償物量

不要物等発

実績値

139

0

0

0

13.9

項 目

①排出量

②キ③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



祀の (特別管理産業廃棄物の種類 :汚泥(有害) )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

6.40①

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

0③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら直接埋立
処分した量

自ら中間処理
した量

0

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接
再生利用した量

有償物量

排出量

6.40①

不要物等発生

実績値

640

0

6.40

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

○熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



己の (特別管理産業廃棄物の種類:汚泥 )

実績値

041

0

0

0

0.41

項 目

①排出量

②+⑥
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

⑦熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

0.41

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した

後の残さ量

0

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら直接埋立
処分した量

自ら中間処理
した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

0

自ら直接
再生利用した量

排出量

0.41
①

有償物量

不要物等発生量

（
第

２
面

）



様式第二号の十四 (第八条の十七の三関係)

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の 2第 11項の規定に基づき、令和

産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 5年 5月 11日

町 5番長崎

長崎県知事 大石 賢吾 殿

ミカ回

所

名

者出

住

氏

提

蓼年度の特別管理

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号  0957-26-6001

ミカロームエ業株式会社 長崎工場事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地 長崎県諫早市津久葉町 5番地47

事 業 の 種 類 金属製品製造業  〔24〕

特別管理産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間
令和 5年 3月 31日  (1年 間 )令和 4年 4月 1日

t

項 目

排   出   量

別紙参照  t別紙参照  t

別紙参照  t別紙参照  t

別紙参照  t別紙参照  t

別紙参照  t 別紙参照  t

全 処 理 委 託 量

目標値

別紙参照

特別管理産業廃棄物処理計画における日標値

項 目 目標値

別紙参照  t

自ら再生利用 を行 う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら 埋 立 処 分

を   行   う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら熱 回 収 を行 う

特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

電子情報処理組織の使用に関する事項

※事務処理欄

(日 本産業規格



<特 別管理産業廃棄物処理計画における日標値 (第 1面の別紙 )>
引火性廃油

実施状況

0.00

000

000 000

0 00 000

000

1 .20 0.00

1 .20 000

0.00

000 000

0 00
|
|

000

目標

120

000

000

000

3虫アルカリ

実施状況

39.69

000 000

000 000

000 000

000

30.00 39.69

30.00 39.69

000

000

000 000

目標

3000

000

000

000

強 酸

実施状況

49.68

000

000

000

000 000

4710 49.68

49.68

000 000

000

0 00 000

目標

4710

000

000

000

47_10

000

廃油(有害 )

実施状況

0.00 0.01

000

000

000 000

000 000

0.00 0.0 1

0.01

0 00

|

|
000

000 000

000 000

目標

000

000

0.00

汚泥(有害 )

実施状況

2.36

000

000

000

000 000

2.36

2.36

000 000

000

000 000

目標

2.60

000

000

000

2.60

2.60

000

強アルカリ(有害 )

実施状況

1.53

000

000

000

000 000

3.50 1 .53

1.53

0 00 000

0 00 000

000

目標

3.50

000

000

000

3.50

000

廃アルカリ(有害 )

実施状況

6.00 0.00

000

000 000

000

0 00

|

|
000

6.00 0.00

6.00 0.00

000

000 000

000

目標

000

000

000

000

強酸(有害 )

実施状況

1.64

000

000

000

000 000

7.60 | 1.64

1.64

000 000

000 000

000

目標

7.60

000

000

000

7.60

000

廃酸(有害 )

実施状況

31.79

000

000
|

|

000

000

000 000

21.00 31.79

000

21.00 31.79

0 00 000

000 000

目標

21.00

000

000

000

項 目

排出量

自ら再生利用を行う
特別管理産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量ずる
特別管理産業廃棄物の量

自ら埋立処分を行う
特別管理産業廃棄物の量

全処理委託量

優良認定処理業者への
処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者への

処理委託量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

ton



計画の : (特別管理産業廃棄物の種類:廃酸(有害) )

実績値

1163

0

0

0

246

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

11.=EI

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

一①

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

2.46

自ら中間処理によ

り減量した量

0

0

自ら中間処理した
後の残さ量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

0
一②

自ら直接
再生利用した量

一③

自ら直接埋立
処分した量

自ら中間処理

した量

有償物量

11.63

排出量

不要物等発

:1.t31

（
第

２
面

）



配の (特別管理産業廃棄物の種類:強酸(有害) )

実績値

1416

0

0

0

14.16

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

○熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

項 目

Ｆ
こ

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

14.16

0③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後

再生利用した量

自ら中間処理した

後の残さ量

0

自ら中間処理によ

り減量した量

0

自ら中間処理
した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接
再生利用した量

0②

自ら直接埋立

処分した量排出量

1416①

有償物量

不要物等発

イ
i■ i lt,

（
第

２
面

）



記の (特別管理産業廃棄物の種類 :廃アルカリ(有害)  )

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

28_32①

自ら直接処理した後
再生利用した量

0③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

0

自ら中間処理によ

り減量した量

0

0

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立
処分した量

自ら中間処理

した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

有償物量

排出量

23.82①

不要物等発生量

実績値

2882

0

0

28.82

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



状 況画 の (特別管理産業廃棄物の種類:汚泥(有害) )

α52

実績値

052

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理

委託量

C ttE

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

8.52

自ら直接処理した後
再生利用した量

0③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

0

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら直接
再生利用した量

0②

自ら直接埋立
処分した量

自ら中間処理
した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

有償物量

排出量

0.52①

不要物等発生

8=S二

（
第

２
面

）



計画の
~夫

施状況 (特別管理産業廃棄物の種類:廃油(有害) )

実績値

291

0

0

0

2.91

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

2.91
① l

0③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

0⑥

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら中間処理
した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接
再生利用した量

0②

自ら直接埋立
処分した量

2.91

排出量

有償物量

不要物等発

（
第

２
面

）



冦の (特別管理産業廃棄物の種類:強酸 )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

38.75③
―

自ら直接処理した後
再生利用した量

0③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

0

0⑦

自ら中間処理によ

り減量した量
④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接
再生利用した量

0②

自ら直接埋立

処分した量

自ら中間処理
した量

0

有償物量

排出量

58.75①

不要物等発生

実績値

5875

0

0

0

5875

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



祀の (特別管理産業廃棄物の種類:強アルカリ )

20,33

実績値

2033

0

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量 ど|]13〕

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

2α33①

自ら直接処理した後
再生利用した量

0①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら直接
再生利用した量

0②

自ら直接埋立
処分した量

自ら中間処理
した量

0

0

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

20.33①

不要物等発生

23:33.

（
第

２
面

）



の (特別管理産業廃棄物の種類 :弓 1火性廃油 )

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.52
①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

0③

0

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後の残さ量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接
再生利用した量

0②

自ら直接埋立

処分した量

0

自ら中間処理
した量

有償物量

0.52

排出量

不要物等発

実績値

052

0

0

0

0.52

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

③自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）













様式第二号の十四(第八条の十七の三関係)

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の2第 11項の規定に基づき、令和 4年度の特別管理産

業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 5年
`月

巧 日

長崎県知事 殿

1324番地2所

名

住

氏 SUM

事 業 場 の 名 称 SUMCO TECHXIV株 式会社  生産技術本部 長崎事業所

事 業 場 の 所 在 地 長崎県大村市雄ケ原町1324番地2

24金属製品製造業

(半導体用シリコンウェーハの製造)

事 業 の 種 類

令和4年4月 1日 ～令和5年 3月 31日
特別管理産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間

目椙訂直

327.5t327.5t

165,9t

327.5t

0.Ot

0.Ot

Ot

Ot

Ot

Ot

項 目

全 処 理 委 託 量

特別管理産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目培訂直

排   出   量

自ら再生利用を行う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら 埋 立 処 分

を    そ予    う

特別管理産業廃棄物の量

自 ら熱 回 収 を 行 う

特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する

特別管理産業廃棄物の量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

※事務処理欄
オ

~51688
(日 本工業



冦の (特別管理産業廃棄物の種類:特別管理廃棄物全体  )

実績値

327.5

0

0

0

0

327.5

165,9

327.4

0

0.0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩金処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.0⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

327.4⑫

0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

165.9①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

3275⑩

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

0⑥

自ら中間処理した

後の残さ量

0

自ら中間処理によ

り減量した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接
再生利用した量

0

自ら直接埋立
処分した量

0

自ら中間処理
した量

有償物量

排出量

327.5

不要物等発生

（
第

２
面

）



氏】兄の (特別管理産業廃棄物の種類 :汚泥   )

実績値

104,5

0

0

0

0

104.5

104.5

1045

00

0.0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

00①

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

00⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

104.5

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

1045①

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

1045

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

0

自ら中間処理によ

り減量した量

自ら中間処理した

後の残さ量

00

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

0

0②

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立

処分した量

0③

有償物量

104.5

排出量

不要物等発生

（
第

３
面

）



の (特別管理産業廃棄物の種類:廃油  )

実績値

41

0

0

0

0

41

0.0

41

0.0

00

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

①全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

4.1

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

00⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.0
⑭

自ら直接処理した後
再生利用した量

0③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

4.1

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

00

0

自ら中間処理した

後の残さ量

0

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

0②

0

自ら直接埋立
処分した量

0④

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

0

有償物量

排出量

4.1
①

不要物等発生量

（
第

４
面

）



の (特別管理産業廃棄物の種類 :廃酸   )

実績値

2188

0

0

0

0

2188

61.3

218.8

00

0,0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

2188⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

00
⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.0

自ら直接処理した後
再生利用した量

0
③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

2188

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

613

自ら中間処理した
後の残さ量

0

0

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

0
②

0

自ら直接埋立
処分した量

0
一④

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

0

有償物量

218.8

排出量

一①

不要物等発生

（
第

５
面

）



況の (特別管理産業廃棄物の種類 :医療廃棄物 )

実績値

0.1

0

0

0

0

0.1

01

0.0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

00
⑫

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

00

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

00

自ら直接処理した後
再生利用した量

0
③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

01

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

01

0
一⑥

自ら中間処理した
後の残さ量

0

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

0
②

自ら直接埋立
処分した量

0
③

0

自ら中間処理
した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

01

排出量

不要物等発生

（
第

６
面

）



汽況の (特別管理産業廃棄物の種類 :PCB廃棄物   )

実績値

0.0

0

0

0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0.0

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

00①

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.0
①

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

0.0

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0

自ら中間処理した
後の残さ量

0

0

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら直接
再生利用した量

0

自ら直接埋立
処分した量

0

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

0.0

排出量

不要物等発

（
第

７
面

）



特別管理産業廃棄物処理計画実施状況 (令和4年 )

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者ヘ

の処理委託量

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

認定熱回収業者ヘ

の処理委託量

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

再生利用業者への
処理委託量

1045

00

1045

41

41

2157

31

2188

00

00

3274

優良認定処理業者
への処理委託量

1045

00

1045

00

00

582

31

613

00

01

1659

全処理委託量

1045

00

1045

41

41

2157

31

2188

00

01

3275

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行
う産業廃棄物量

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

自ら中間処理に
より減量した産
業廃棄物量

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

自ら熱回収を行つた
産業廃棄物量

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

自ら再生利用を行つ
た産業廃棄物量

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

産業廃棄物
排出量

1045

00

1045

41

41

2157

31

2188

00

01

3275

産業廃棄物
発生量の目標

(計画)

700

10

710

40

40

1200

00

1200

01

01

1952

廃菜物名

ヒ素含有
1汚

泥

その他

小 計

低引火点
1貼

付油廃液 他

小計

六価クロム含有
|ラ

イト廃液

その他

小 計

PCB廃棄物 (変圧器 )

感染性廃棄物(医療)

計

汚 泥

廃油

廃酸

SUMCO TECHXIV株 式会社
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